四間道・那古野界隈まちづくり協議会　規約
１．名称

会の名称は、｢四間道・那古野界隈まちづくり協議会｣（以下｢本会｣という）とする。
２．目的

本会は、地域住民が主体となり、住民・事業者・地域団体・専門家・行政がゆるやかに連携することにより、四間道・那古野界隈を歴史・文化が息づく、にぎわいのある、住みよいまちとして守り育んでゆくことを目的とする。
３．活動
　　　本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行うものとする。

①会員相互の交流促進に関すること

②四間道・那古野界隈のまちづくり構想の策定に関すること
③四間道・那古野界隈のまちづくり構想の実現化に関すること
④その他協議会の目的達成に必要な活動
４．構成員
本会の構成員は、次の二種とし、本会の運営は会員が行うものとする。
　　①会員　　本会の趣旨に賛同し、定例会で入会を承認された団体

　　②準会員　本会の趣旨に賛同し、本会の活動に参加する個人または団体
５．役員・事務局
　　　本会には、代表者1名、副代表者1名を置き、代表者は本会を代表するものとする。その他の役員および事務局については、代表者が必要に応じ設置、任命できるものとする。役員及び事務局の任期は2年とし、再任を妨げない。
６．会の運営
　　　本会の運営は、次の会議をもって進める。
①総会　　会員により構成し、通常年1回、または必要に応じて臨時に招集し、前年度の事業報告、本年度の事業計画、規約の変更の議決を行う。総会の議決は会員総数の過半数をもって行うものとする。
②定例会　会員により構成し、１～２か月に１回程度、活動の内容や運営に必要な事項について議論する。
③勉強会　まちづくりに関する勉強のために、会員および準会員が参加し随時開催する。
④部会や検討会　まちづくりに関して個別に検討・提案するべきテーマがある場合、必要に応じて設置する。
７．事業年度

　　　毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。
ただし、初年度は、設立の日から翌年の３月３１日までとする。
８．その他

　　　この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は定例会で定める。
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